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１.背景・目的
　2017年6月に地方自治法が一部改正され、都道府県と指定都市は2020年4月
1日までに内部統制に関する方針の策定と公表を行い、当該年度から内部統制
評価報告書の作成を行うこと等が義務付けられ、指定都市以外の市町村には努
力義務が課されました。
　本調査研究では、多摩・島しょ地域の自治体における内部統制に関する方針
の策定を含めた体制の整備及び運用の手法や課題等について調査研究を実施
し、モデルの構築・提言を行いました。

２.多摩・島しょ地域の自治体における内部統制の現状と課題
（1）対象とするリスクの範囲
・必ずしも特定の事務処理誤り等が発生しやすい傾向があるわけではなく、
　事務処理誤り等の発生自体は処理件数の影響を大きく受けると考えられる。

（2） リスクと対策の対応関係
・事務処理誤り等の発生の有無について講じている対策の有効性は必ずしも明確ではなく、事務処
理誤り等がないことをもって対策が十分であるとは判断できない。

（3） 人的資源の制約
・限られた人員の中でどのように内部統制に取り組んでいくかについての検討が必要。

３.多摩・島しょ地域の自治体における内部統制モデルの提言
　内部統制に関する取組を5つの要素に分け、①「組織体制等」を除く（※）4つの要素ごとに3つの
STEPを設け、PDCAの観点で取組を整理しました。各自治体は既存の取組等を踏まえ、導入しやすい
事項から段階的に発展させていく内容としています。

１.背景・目的
　本調査研究は、2017年度に実施した「多文化共生に向けた地域における国際
交流に関する調査研究」の内容を掘り下げた2年目調査です。
　1年目調査では、今後、在住及び在勤、訪日外国人が増加すると見込まれる
多摩・島しょ地域にとって、多文化共生の取組は持続可能な地域づくりに向け
た必要不可欠な取組であると提言しました。
　2年目調査では、出入国管理・難民認定法改正による外国人受入れ拡大の動
きを捉え、「改めて多文化共生の必要性について時勢を踏まえながら示した上
で、分野や地域別に優先順位の高い取組について提言することで、多摩・島し
ょ地域自治体における持続可能な地域づくりに資すること」を目的に実施しま
した。そのため、本調査研究では、不足する地域の担い手を補い、持続可能な
地域の形成につなげるため、「外国人住民が地域の担い手になるために必要な取組」を重視しています。

２.多摩・島しょ地域自治体アンケート調査結果
・「防災」、「福祉」（「高齢者福祉」・「子育て支援」）、「留学生」の分野に絞り調査を実施。
・外国人施策は全般的に進んでおらず、今後も取組予定がない自治体が半数以上。
・分野ごとの取組状況にも大きく差がある。
　�（「防災」・「子育て支援」の分野は半数以上の自治体が外国人に関する取組を実施していたが、「高
齢者福祉」・「留学生」は取り組んでいる自治体が少ない。）

３.外国人が活躍できる多摩・島しょ地域をつくるための課題と取組
　外国人が活躍できる地域づくりのために、活躍が期待できる場面・役割と、活躍を促す上での問題・
課題を整理しました。これらの問題・課題を解消する第一歩として、「外国人との接点づくり」が重要
です。そのため、「外国人との接点づくり」において、取組の方向性と具体策をまとめました。その上で、
各市町村が特に優先的に実施すべき取組を抽出するため、連携できる人材や団体・組織の多寡を軸とし
た地域分類を設定し、提示しました。

　【外国人との接点づくりに向けた自治体の取組】
　①�知る・理解を深める（地域の実態把握、日本人住民の理解醸成、外国人住民の理解醸成）
　②�広める・交流する（地域活動に対する外国人住民の参加促進、助け合える関係づくり）
　③�制度・仕組み化する（庁内の仕組みづくり、庁外の仕組みづくり）

多摩・島しょ地域の自治体における内部統制の整備・運用に関する調査研究
〜信頼される自治体を目指して〜

基礎自治体における多文化共生施策に関する調査研究

※①「組織体制等」については、各STEPを始める前に構築が必要であり、推進責任者、推進部門、推進担当者を決定することが必要。

STEP1 ��内部統制の取組を実施するので�
あれば最低限実施すべき事項

STEP2 ��国が示すガイドライン対応を目�
指さないのであれば十分な事項

STEP3 ��ガイドラインへの対応を目指す�
ためには実施を推奨する事項
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があります。

５ 多摩・島しょ地域の自治体における内部統制モデルの提言

（１）多摩・島しょモデルの方向性
• 多摩・島しょ地域の⾃治体は、指定都市と同様の取組を⾏うことは困難であるため、
国が示すガイドラインをそのまま適用するのではなく、既存の取組を踏まえながら導
入しやすい事項から徐々に発展させることを想定した。

• 内部統制に関する取組を①「組織体制等」、②「リスクの識別・評価」、③「リスク
への対応」、④「モニタリング」、⑤「対応策の改善」という５つの要素に分ける。

• ①「組織体制等」を除く４つの要素ごとに３つのSTEPを設け、「P（リスクの識別・
評価）」、「D（リスクへの対応）」、「C（モニタリング）」、「A（対応策の改
善）」の観点で取組を整理し、PDCAを回しながら、段階的に発展させていく。

• ①「組織体制等」については、４つの要素のSTEPを始める前に構築が必要であり、最
終責任者である⾸⻑の下で「内部統制推進責任者、内部統制推進部門、内部統制推進
担当者」 を決定することが求められる。

（２）多摩・島しょモデルの概要
①組織体制等
内部統制推進責任者、内部統制推進部門、内部統制推進担当者を決定する（内部統制

に関する方針の策定や内部統制の評価部門の設置は、状況を踏まえて判断）。

②リスクの識別、評価（P）
過去に経験したリスクから優先的に対応した後、過去に未経験のリスクの中で全庁的

な対応が必要となる共通業務のリスク、そして、過去に未経験のリスクの中で特定の業
務に係る固有業務のリスクへと、リスクの範囲を段階的に広げる。

③リスクへの対応（D）
リスクの識別・評価に関する段階的発展に応じて実施する。

④モニタリング（C）
⽇常的モニタリングから独⽴的評価へと段階的に拡⼤する。

⑤対応策の改善（A）
まずは内部統制推進部門等において取組の振り返りを⾏い、翌年度の改善計画を⽴案

する。その後、内部統制に関する取組を広げていく過程で、報告書の作成、報告書の公
表を⾏う。

要素 STEP１ STEP２ STEP３

②
リスクの
識別・評価
（Plan）

既知の⾼リスク領域
（実際に発生したリス
ク）

想定される共通業務の
リスク

想定される固有業務の
リスク

③
リスクへの
対応
（Do）

顕在化したリスクへの
対応策を規則等に落と
し込むとともに、当該
規則等に沿った運用を
⾏う

想定される共通業務の
リスクへの対応策を規
則等に落とし込むとと
もに、当該規則等に
沿った運用を⾏う

想定される固有業務の
リスクへの対応策を規
則等に落とし込むとと
もに、当該規則等に
沿った運用を⾏う

④
モニタリング
（Check）

各課の⾃己点検

会計管理者等の共通業
務の管理部門による点
検
（所管業務の範囲での
点検）

内部統制評価部門等に
よる点検
（各部署のリスク評価
と対応状況を横断的に
評価）

⑤
対応策の改善
（Action）

内部統制推進部門等に
よる取組結果の振り返
り

報告書を作成し、⾃治
体内で共有

報告書を議会に提出し、
住⺠等に公表

【モデルにおける段階的発展の概要】STEP1 STEP２ STEP３

内部統制の取組を実施する
のであれば最低限実施すべ
き事項

ガイドライン対応を目指さ
ないのであれば十分な事項
（STEP１の取組に加えて
実施）

ガイドラインへの対応を目
指すためには実施を推奨す
る事項
（STEP１及び２の取組に
加えて実施）

【多摩・島しょモデルのイメージ】

※①「組織体制等」については、上記STEPを始める前に構築が必要であり、「内
部統制推進責任者、内部統制推進部門、内部統制推進担当者」を決定することが
求められる。

【各STEPの取組水準のイメージ】

現時点で内部統制に関する取組
は努⼒義務とされており、柔軟な
対応を⾏う余地がある。
このため、今のところは必ずし

もSTEP３あるいはガイドラインの
水準まで内部統制を発展させる必
要があるのではなく、⾃治体の規
模や状況等に応じて必要な範囲で
発展させていく。 【多文化共生施策検討のための地域分類】


